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（
別
紙
）

第
一

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
改
正
関
係

海
底
資
源
の
探
査
に
従
事
す
る
船
舶
に
つ
い
て
、
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
基
づ
き
労
働
時
間
の
限
度
の
適
用

除
外
の
対
象
と
し
て
追
加
す
る
と
と
も
に
、
法
第
七
十
二
条
に
基
づ
き
船
員
の
労
働
時
間
の
特
例
並
び
に
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
一
定
の
期
間
及
び
そ
の
期
間
内
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
連
続
し
た
休
日
の
日
数
を
規
定
す
る
等
の
所

要
の
改
正
を
行
う
。


